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「結婚
けっこん

する際に、相手の身元調査を行うこと」を問題なしと思っている人 ４８．２％。 

これは、２０１３（平成２５）年１１月に川西市が実施
じ っ し

した「人権
じんけん

問題
もんだい

に関する市民意識調査」

の結果の一例です。この数字を見るだけでも、同和問題は未だ解消されていないことがわかります。 

憲法
けんぽう

第２４条には「婚姻
こんいん

は、両性の合意のみに基づいて成立」すること、また第１４条には「す

べて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又
また

は門地により、政治的、経済的
けいざいてき

又は社会的関係において、差別されない」ことが明記されています。「社会的身分」とは、被
ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

のことです。 

しかし、身元調査では、被差別部落出身かどうかということや、家系
か け い

、家族構成、居住
きょじゅう

環境
かんきょう

な

どを調べます。人生の重要な門出となる結婚に際し、本人の人柄
ひとがら

とは関係のない、本人の力ではど

うすることもできない家柄
いえがら

や出身地などを確認
かくにん

し、場合によってはそれらを理由に結婚を反対する

のです。 

その行為
こ う い

がいかに人を傷
きず

つけるものであるのか、私
わたし

たちは改めて想像してみる必要があります。 

部落差別は、根拠
こんきょ

のない差別です。ただ、漠然
ばくぜん

と“自分たちとは違
ちが

う”という意識がつくる日本

固有の差別です。差別を受けるか受けないかの違いは、部落の人と思われるか思われないかの違い

です。結婚差別によって、これまでに数えきれないほどの部落の若者
わかもの

が命を絶ちました。被差別部

落への差別がなければ、彼
かれ

らは、当然の権利
け ん り

として愛する人と幸せな人生を歩んだはずです。彼ら

にとっての身元調査    。それは、凶器
きょうき

そのものだったのではないでしょうか。 

参考までに、同じ質問を行っている他市の調査結果（「結婚に際する身元調査を肯定的
こうていてき

に受け止

めている人の割合
わりあい

」）の例を掲載
けいさい

します。カッコ内は調査の実施
じ っ し

年度
ね ん ど

です。 

   伊賀
い が

市･････２４．３％（２００９年度）   大阪
おおさか

市･････３６．５％（２０１０年度） 

名古屋
な ご や

市･･･３８．６％（２０１０年度）   横浜
よこはま

市･････３５．０％（２０１５年度） 

総合センターは、これからも“差別のないまち かわにし”を目指し啓発
けいはつ

活動
かつどう

を続けます。 

 

生活人権
じんけん

相談 毎週 月・火・木・金曜日の午前９時～午後５時 
保健相談（市保健センター協力事業）  

毎月 第１水曜日の午後１時３０分～３時 ９月は７日、１０月は５日です。 
セクマイ相談・学習会 セクシュアルマイノリティ（性的少数者。性同一性障害、同性愛の人たちなど） 

の人権相談・学習会ですが、当事者でない方も参加できます。 
毎月 第４木曜日の午後１時３０分～４時 ９月は２９日です。 

「結婚
け っ こ ん

に際する身元調査」 

問題なしではありません! 

http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shimin/jinken/jinkensou.html

